
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

太陽誘電は、「ミッション」、「経営理念」、「ビジョン」の実践と実現に向け、グローバルな観点で社会性、公益性、公共性を全

うし、事業を継続的に発展させていくことが当社の社会的責任であり、経営の使命であると考えています。この考えに基づき、

太陽誘電は、経営の透明性と公正性を重視し、取締役会の監督のもと、適時適切な情報開示、コンプライアンスの徹底、迅速な

意思決定と職務執行を行える体制と仕組みを構築するなど、コーポレートガバナンスを強化することで企業価値の向上に取り

組んでいます。

コーポレートガバナンス体制

太陽誘電は、監査役会設置会社であり、取締役会、監査

役会、会計監査人の各機関を置いています。さらに、役員

の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性と客観性の強

化、および説明責任を果たすため、任意の指名委員会およ

び報酬委員会を設置しています。また、社外役員全員を一

般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立役員に

指名し、監査役会や内部監査部門と密接に連携を図るガバ

ナンス体制とすることで、監査役機能を有効に活用し、経営

に対する監督機能の強化を図っています。また、事業年度

における経営責任を明確にするとともに、株主による信任

の機会を増やすため、取締役の任期は1年としています。

コーポレートガバナンス強化のあゆみ

2001年　執行役員制度導入
2006年　社外取締役1名選任
2008年　 社外取締役2名選任、取締役任期を1年に変更
2010年　 指名委員会（任意）設置、報酬委員会（任意）設置
2013年　社外役員の独立性基準制定
2015年　コーポレートガバナンス基本方針制定
2016年　取締役会の実効性評価を開始

2018年　最高経営責任者等の後継者計画の策定
2019年　 社外取締役3名（男性2名、女性1名）選任 

（社外取締役比率1/3以上となる）
2020年　 取締役会の実効性評価に外部機関を活用
2021年　 コーポレートガバナンス体制の見直し（内部統制委

員会を執行機能に移行、サステナビリティ委員会を
設置）

コーポレートガバナンスG

取締役会

経営戦略等の基本方針を策定し、事業部門において経営戦略が適切に
執行されているかを監督します。内部統制システムを整備し、コンプライア
ンスの推進およびリスク管理を行っています。また、取締役会の効率的な
意思決定を確保するため、経営会議およびTM（トップマネジメント）会議
へ権限を一部委譲しています。

監査役会

監査役は、取締役会や経営会議など重要な会議への出席、会計監査人
や内部監査室との連携や国内外グループ会社への往査などを通じて、実
効性の高い監査を行っています。

指名委員会

独立社外取締役を委員長とし、代表取締役社長、独立社外取締役全員
および監査役1名で構成し、過半数を独立社外取締役としています。「役
員等選解任基準」に基づき、取締役・監査役候補者の指名（再任を含む。）、
代表取締役および執行役員の選定・選任および解職・解任、懲戒事項等
を審議し、取締役会に答申しています。なお、監査役候補者の指名につい
ては、事前に監査役会の同意を得ています。

報酬委員会

独立社外取締役を委員長とし、代表取締役社長、独立社外取締役全員お
よび監査役1名で構成し、過半数を独立社外取締役としています。取締役
および執行役員の報酬制度並びに取締役の個人別の報酬内容について審
議し、取締役会に答申しています。

経営会議

代表取締役社長が議長を務め、執行役員全員で構成され、社外取締役お
よび監査役は、オブザーバーとして出席します。事業戦略・販売戦略の基
本方針や投資等、当社グループの政策案件に関する審議を行うほか、取締
役会から委譲された事項について決議を行っています。

TM（トップマネジメント）会議

代表取締役社長が議長を務め、業務執行取締役、本部長およびこれに
準ずる組織の責任者で構成され、監査役1名がオブザーバーとして出席し
ます。当社グループの人事、組織、報酬に関する審議を行うほか、取締役
会から委譲された事項について決議を行っています。

内部統制委員会

代表取締役社長が委員長を務め、業務執行取締役、本部長職の執行役
員および人事・法務担当執行役員で構成し、社外取締役および監査役は
オブザーバーとして出席します。「内部統制システムの基本方針」に基づき、
当該システムの継続的改善を図るとともに、当該システムの整備状況と運
用状況を確認・評価し、取締役会へ報告しています。

サステナビリティ委員会

代表取締役社長が委員長を務め、業務執行取締役、本部長職の執行役
員およびサステナビリティ担当執行役員で構成し、社外取締役および監査
役はオブザーバーとして出席します。当社のマテリアリティ（重要課題）の
設定や課題の共有および課題解決に向けた施策に関する審議を行い、取
締役会へ報告しています。

コーポレートガバナンス体制図 （2022年7月現在）
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取締役会の構成 指名・報酬委員会における取締役の構成

女性取締役比率

42.9%
社内4名

独立社外3名

14.3%
男性6名
女性1名

指名委員会

75%
社内1名

独立社外3名

報酬委員会

75%
社内1名

独立社外3名

独立社外取締役比率 独立社外取締役比率

スキルマトリックス（取締役・監査役の主な専門的経験分野）

氏名

主な専門性・経験分野
指名
委員会

報酬
委員会企業経営 技術・

研究開発
営業・
マーケ
ティング

国際的
経験 財務・会計 法律

ESG・
サステナ
ビリティ

登坂 正一

増山 津二

佐瀬 克也

福田 智光

平岩 正史

小池 精一

浜田 恵美子

三宿 俊雄

大嶋 一幸

吉武 一

藤田 知美

（注）各役員が有するすべての経験・知見を表すものではありません。

太陽誘電は、取締役会を、性別、国籍を問わず多様性に

富み、かつバランスのとれた構成にするため、「スキルマト

リックス」を策定し、「役員等選解任基準」に従って選任して

います。また、社外取締役および社外監査役は、東京証券

取引所が定める独立役員の基準を満たす者を候補者として

選任しています。

役員の指名

役員報酬制度

太陽誘電は、役員報酬制度を見直し、中期経営計画2025

で掲げる経済価値と社会価値の目標達成への動機づけとな

る、新たな役員報酬制度を2022年4月より導入しました。

新役員報酬制度は、以下を基本方針としています。

（1） 当社グループの持続的な成長および中長期的な企業

価値との連動を重視した報酬制度とし、株主との価値

を共有できる設計であること

（2） グローバルな視点をもつ優秀な人材を確保し、かつ維

持できる報酬水準であること

（3） 報酬の決定プロセスにおける透明性および客観性が

高いこと

株式報酬については、中長期的な企業価値向上を重視し

た経営を促すため、報酬の一部を業績連動とする株式報酬

型ストックオプション制度を導入しています。また、業績連

動賞与については、対象者の個人評価の指標の見直しを行

い、中期経営計画2025の社会価値目標等の達成度を追加

することでESGへの取り組みが役員報酬に反映される仕組

みとしています。
役員報酬制度の概要

基本報酬 業績連動賞与 株式報酬型ストックオプション

固定 職責と役位に応じて
定めた金額を支給

─ 役位固定：役位に応じて、毎年一定数の新株予約
権を付与

変動 ─ 単年度の業績および目標の達成度に応じて 
賞与額を決定し支給

業績連動：中期経営計画に掲げるROEの達成度に
応じて、権利行使できる新株予約権の数を変動

評価指標・基準 ─ 連結純利益・個人目標達成度 連結ROE

係数・支給率 ─ 個人の評価係数は、達成度に応じて 
75%～125%の範囲で決定

業績連動部分の支給率は、達成度に応じて0%～
300%の範囲で決定

支給時期 毎月 年1回（7月） 年1回（7月）

業績評価期間 ─ 1年 1年

支給対象 取締役
監査役
執行役員

取締役（社外取締役を除く）
執行役員

取締役（社外取締役を除く）
執行役員

支
給
方
法

基本報酬
40％

業績連動賞与
40％

株式報酬型ストックオプション
役位固定10％ 業績連動10％

取締役の報酬構成比率（設計値）

2021年度の役員報酬額

支給人員および
支給総額

内訳

基本報酬 業績連動賞与 株式報酬型
ストックオプション

人数
（名）

総額
（百万円）

人数
（名）

総額
（百万円）

人数
（名）

総額
（百万円）

人数
（名）

総額
（百万円）

取締役
（うち社外取締役）

9
（3）

596
（25）

9
（3）

163
（25）

6
（–）

301
（–）

6
（–）

131
（–）

監査役
（うち社外監査役）

4
（2）

79
（30）

4
（2）

79
（30）

–
（–）

–
（–）

–
（–）

–
（–）

合計 13 676 13 243 6 301 6 131

2021年度の役員ごとの報酬額

氏名（役員区分） 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額

基本報酬 業績連動賞与 株式報酬型
ストックオプション

登坂 正一（代表取締役社長） 194 48 99 46

増山 津二（取締役副社長） 142 34 74 32

佐瀬 克也（取締役専務執行役員） 121 28 65 28

委員長

委員長

取
締
役

監
査
役

独立社外

独立社外

独立社外

独立社外

独立社外

（注1） 支給人員には、在籍者数ではな
く、当期に係る報酬等の支給対
象者数を記載しています。

（注2） 左記の記載金額の合計は、百万
円未満を切り捨てて表示してい
ます。

（注3） 左記の報酬額は、従前の役員報
酬制度に基づいて支給されたも
のです。

（注1） 報酬等の総額が1億円以上の者
に限定して記載しています。

決定プロセス 選任・審議 評価・基準

候補者案 経験
業績評価
選任基準

社長

適正チェック・面接 指名委員会

取締役会決議 取締役会

株主総会決議 選任理由株主総会
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2015年度～2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

コーポレート
ガバナンス
基本方針

経営方針

経営戦略

監督機能の
強化

リスク
マネジメント

役員
トレーニング

候補者育成

取締役会の実効性評価における主な課題と対策

権限移譲と
付議事項見
直し

重点施策に関す
る報告内容の改
善

中長期視点での取
締役会構成のあり
方に関する議論

経営会議への委
譲範囲および報
告事項の見直し

重要課題に対す
る監督強化

各事業の四半期
報告の開始

指名・報酬
委員会の実
効性向上

「役員等選解任基
準及び手続ガイド
ライン」制定

制定 改訂 改訂

リスクマップの
見直し

内部統制委員
会の下にリスク
管理部会を置
き、管理体制を
強化

人材育成・
人材戦略

役位・階層別に
戦略・進捗を議論
し、「中期経営計画
2025」に反映

集合研修に加えて、選抜型
トレーニングを実施

中・長期経営戦略
（10年後のあるべき
姿）

経営戦略と紐づけ
た人的資本への投
資に関する議論

取締役会以外に
議論の場を設け、
10年後を見据え
た「中期経営計画
2025」を策定

人的資本関連の
活動・投資につい
て定期的に取締
役会へ報告

指名委員会で取
締役のサクセッ
ションを審議

内部統制委員会
の体制強化

内部統制委員会
の体制見直し

事業リスクの把
握

役員の知識・
スキル習得の機
会

取締役会の
多様性

研修テーマの見
直し

グループで
役員候補者の
育成促進

経営会議で審議する
案件は、リスク回避策の
説明を必須とした

社外取締役への
情報提供の拡充

・ 全本部による定期報
告実施
・定型報告の簡略化

取締役会資
料の記載内
容見直し

資料の作成要領の見
直しとエグゼクティ
ブサマリー導入

・ 活動報告の機会を設ける
・ サステナビリティ委員会
設置

・デジタル技術活用
・ サステナビリティ
に関する取り組み

役員の知識・
スキル習得機会
の充実

 課題　　 対策

取締役会の実効性評価
当社は、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上を図るため、毎年1回取締役会の実効性評価を実施しています。2021年

度の評価では、外部評価機関の評価の視点をアンケート内容に盛り込むとともに、アンケートの配信から回答の集計までを外

部評価機関が行うことで、評価プロセスの客観性と透明性を高めています。評価プロセスおよび評価結果は、以下の通りです。

ステップ１　外部評価機関を活用したアンケート

対象者 取締役・監査役（社外役員含む）

評価項目 ① 取締役会運営・取締役会構成
② 経営戦略・持続的成長への取り組み
③ 企業倫理とリスク管理・モニタリング・株主等との対話
④ 指名委員会・報酬委員会

ステップ２　分析検討会および取締役会での議論

ステップ１のアンケート結果を踏まえ、まず、業務執行役員、非業務執行役員に分かれて分析検討会を実施しました。その後、分析検討
会での議論の結果や外部評価機関の評価・指摘を踏まえて、取締役会で議論しました。

評
価
プ
ロ
セ
ス

全体として適切に機能しており、実効性が確保されている

外部評価機関に
よる評価

  真摯に取締役会の実効性評価に取り組み、企業価値の更なる向上に努めている
  前年度のアンケート結果と比較して評価が改善された設問が複数みられ、前年度の課題を踏まえたその後の取
り組みがストレートに評価されていると推察する
  国内機関投資家との対話を通じて、取締役会の実効性評価の開示を充実させている

評
価
結
果

2021年度の評価において、以下の２点を今後取り組むべき課題として認識しました。取締役会としては、引き続きこれらの課題につ
いて計画的に取り組むことで、取締役会の実効性の維持・向上に努めていきます。

  「経営戦略と紐づけた人的資本への投資に関する議論」
  「中長期視点での取締役会構成のあり方に関する議論」

今
後
の
課
題

当社がこれまで実施した取締役会実効性評価における主な課題と、その対策は以下の通りです。

報酬委員会の活動状況

2021年度は5回開催され、主に以下の内容について審議し、答
申を行いました。

・ 役員報酬等の内容の決定に関する方針の見直し

・業績連動賞与の評価基準

・ 業績連動条件付き株式報酬型ストックオプション制度の導入

・ 役員報酬に関連する規則の改定

指名委員会の活動状況

2021年度は3回開催され、主に以下の内容に
ついて審議し、答申を行いました。

・取締役・執行役員候補者の指名

・将来の取締役会のあり方等

太陽誘電は、取締役および執行役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性および客観性を強化するため、

構成員の過半数を独立社外取締役とする任意の指名委員会および報酬員会を設置しています。各委員会の活動状

況は以下の通りです。

取締役会の実効性を高めるための取り組み
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